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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予め定められた機能を実行する機能実行部と、
　前記機能実行部に電力を供給する二次電池と、
　前記二次電池を充電する電力を入力する電力入力部と、
　前記二次電池と前記電力入力部との間の導通経路の少なくとも一部を形成するヒューズ
を備え、前記二次電池と前記電力入力部とを接続解除可能に接続する接続回路と、
　を備え、
　前記ヒューズは、前記電力入力部が入力した電力が予め定められた大きさ以上である場
合に断線して、前記二次電池と前記電力入力部との接続を解除して前記二次電池の充電を
阻止することを特徴とするカプセル型医療装置。 
【請求項２】
　前記接続回路は、前記導通経路から分岐する放電経路を形成する１以上のダイオードを
備えたことを特徴とする請求項１に記載のカプセル型医療装置。 
【請求項３】
　前記１以上のダイオードの順方向電圧の和は、前記二次電池の開放電圧以上であること
を特徴とする請求項２に記載のカプセル型医療装置。 
【請求項４】
　前記二次電池の充電完了を検出する充電検出部を備え、
　前記接続回路は、前記電力入力部と前記ヒューズとの間の導通経路から分岐する放電経
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路を形成するスイッチ部を備え、
　前記充電検出部は、前記二次電池が充電未了の場合、前記スイッチ部を開状態にして前
記放電経路を遮断し、前記二次電池が充電完了の場合、前記スイッチ部を閉状態にして前
記放電経路と前記二次電池とを前記ヒューズを介して導通状態にすることを特徴とする請
求項１に記載のカプセル型医療装置。 
【請求項５】
　前記機能実行部は、被検体の体内情報を取得する体内情報取得部を備えたことを特徴と
する請求項１～４のいずれか一つに記載のカプセル型医療装置。 
【請求項６】
　前記体内情報取得部は、前記被検体の体内画像を撮像する撮像部であることを特徴とす
る請求項５に記載のカプセル型医療装置。 
【請求項７】
　所定の機能を実行する機能実行部と、該機能実行部に電力を供給する二次電池と、外部
エネルギーを受けて前記二次電池の充電電力を入力する電力入力部と、前記二次電池と前
記電力入力部とを接続するヒューズとを内蔵したカプセル型医療装置に所定の外部エネル
ギーを印加して、前記二次電池を充電する充電ステップと、
　前記二次電池の充電完了を検出する検出ステップと、
　前記二次電池の充電が完了した場合に前記ヒューズを切断して前記二次電池の充電を阻
止する阻止ステップと、
　を含むことを特徴とするカプセル型医療装置の充電方法。 
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者等の被検体の臓器内部に導入され、この被検体の体内情報を取得するカ
プセル型医療装置およびカプセル型医療装置の充電方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、医療分野においては、撮像機能と無線通信機能とを備えた飲込み型のカプセ
ル型医療装置が登場している。カプセル型医療装置は、一般に、被検体内部の観察のため
に被検体の口から飲込まれ、その後、蠕動運動等によって被検体の臓器内部を移動しつつ
、被検体の臓器内部の画像を順次撮像し、得られた体内画像の画像信号を被検体外部に順
次無線送信する。以下、被検体の臓器内部の画像を体内画像という場合がある。カプセル
型医療装置は、被検体の外部に自然排出されるまでの期間、かかる被検体の体内画像の撮
像および画像信号の無線送信を順次繰り返す。
【０００３】
　かかる被検体内部のカプセル型医療装置が無線送信した画像信号は、被検体外部の受信
装置によって受信される。受信装置は、被検体の体表面上に配置される受信アンテナを有
し、かかる受信アンテナを介してカプセル型医療装置からの画像信号を受信する。また、
受信装置には予め所定の記録媒体が挿着され、受信装置は、カプセル型医療装置から受信
した被検体の体内画像を記録媒体内に順次記録する。
【０００４】
　かかる受信装置内の記録媒体は、カプセル型医療装置が被検体の外部に自然排出された
後、受信装置から取り外され、所定の画像表示装置に挿着される。画像表示装置は、この
記録媒体内の画像データ群、すなわちカプセル型医療装置によって撮像された被検体の体
内画像群を取り込み、得られた体内画像群をディスプレイに表示する。医師または看護師
等のユーザは、かかる画像表示装置に表示させた体内画像群を観察することによって、被
検体の診断を行うことができる。
【０００５】
　このようなカプセル型医療装置は、一般に、電源部としてボタン型の一次電池を内蔵す
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るが、充電可能な二次電池（蓄電池）を電源部として内蔵するカプセル型医療装置もある
（例えば、特許文献１参照）。かかるカプセル型医療装置は、内蔵電池（一次電池または
二次電池）の電力を消費して、体内画像の撮像および画像信号の送信等を行う。
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－３０６４９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、患者等の被検体の内部に導入されるカプセル型医療装置は、一般に、使用前
の段階（保管時、出荷時、製造後等）において滅菌処理され、被検体は、この滅菌処理済
みのカプセル型医療装置を体内に導入する。その後、被検体から排出された使用済みのカ
プセル型医療装置は、被検体内部に再度導入されることなく、回収され、廃棄処理される
ことが望ましい。すなわち、被検体内部の検査に使用後、意図せずに繰り返し使用される
ことなく、使用回数を単一回に制限したカプセル型医療装置が要望されている。
【０００８】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、被検体に対して使用後、意図せず
に繰り返し使用されることなく、使用回数を単一回に制限できるカプセル型医療装置およ
びカプセル型医療装置の充電方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本願発明者等は、カプセル型医療装置に内蔵した二次電池の充電回数を制限することに
より、上記課題を解決できることを見出した。すなわち、本願発明は、予め定められた機
能を実行する機能実行部と、前記機能実行部に電力を供給する二次電池と、前記二次電池
を充電する電力を入力する電力入力部と、前記二次電池と前記電力入力部とを接続解除可
能に接続する接続回路と、を備え、前記接続回路は、前記二次電池と前記電力入力部との
接続を解除して前記二次電池の充電を阻止することを特徴とするカプセル型医療装置によ
り、上記課題を解決する。
【００１０】
　また、本願発明は、予め定められた機能を実行する機能実行部と、該機能実行部に電力
を供給する二次電池と、外部エネルギーを受けて前記二次電池の充電電力を入力する電力
入力部と、前記二次電池と前記電力入力部とを接続するヒューズとを内蔵したカプセル型
医療装置に所定の外部エネルギーを印加して、前記二次電池を充電する充電ステップと、
前記二次電池の充電完了を検出する検出ステップと、前記二次電池の充電が完了した場合
に前記ヒューズを切断して前記二次電池の充電を阻止する阻止ステップと、を含むことを
特徴とするカプセル型医療装置の充電方法により、上記課題を解決する。
【００１１】
　また、本願発明は、予め定められた機能を実行する機能実行部と、該機能実行部に電力
を供給する二次電池と、外部エネルギーを受けて前記二次電池の充電電力を入力する電力
入力部と、前記二次電池と前記電力入力部とを接続する半導体スイッチ素子とを内蔵した
カプセル型医療装置に所定の外部エネルギーを印加して、前記二次電池を充電する充電ス
テップと、前記二次電池の充電完了を検出する検出ステップと、前記二次電池の充電が完
了した場合に前記半導体スイッチ素子を開状態にして前記二次電池の充電を阻止する阻止
ステップと、を含むことを特徴とするカプセル型医療装置の充電方法により、上記課題を
解決する。
【発明の効果】
【００１２】
　本願発明は、機能実行部に電力を供給する二次電池と該二次電池の充電電力を入力する
電力入力部とを接続回路を介して接続可能に接続し、この二次電池の充電完了後、この接
続回路を介した二次電池と電力入力部との接続を解除することによって二次電池の充電を
阻止するので、この二次電池の充電回数を単一回に制限することができ、この結果、被検
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体に対して使用後、意図せずに繰り返し使用されることなく、使用回数を単一回に制限で
きるカプセル型医療装置およびカプセル型医療装置の充電方法を実現できるという効果を
奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して、本発明にかかるカプセル型医療装置およびカプセル型医療装置
の充電方法の好適な実施の形態を詳細に説明する。なお、以下では、本発明にかかるカプ
セル型医療装置の一例として、被検体の体内情報の一例である体内画像を取得するカプセ
ル型医療装置を例示するが、この実施の形態によって本発明が限定されるものではない。
【００１４】
（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１にかかるカプセル型医療装置の一構成例を示す断面模式
図である。図２は、本発明の実施の形態１にかかるカプセル型医療装置の一機能構成例を
模式的に示すブロック図である。図１，２に示すように、この実施の形態１にかかるカプ
セル型医療装置１は、被検体の内部に導入可能な大きさのカプセル型筐体２と、互いに異
なる方向の被検体内部を照明する照明部３，５と、照明部３によって照明された被写体の
画像を撮像する撮像部４と、照明部５によって照明された被写体の画像を撮像する撮像部
６とを備える。また、カプセル型医療装置１は、撮像部４，６の各々によって撮像された
各体内画像を無線送信する無線送信部７と、かかるカプセル型医療装置１の各構成部を制
御する制御部８と、かかるカプセル型医療装置１の各構成部に電力を供給する充電可能な
電源部９とを備える。
【００１５】
　カプセル型筐体２は、例えば経口摂取により被検体の臓器内部に導入し易い大きさの筐
体であり、図１に示すように、両端部がドーム形状をなし且つ胴体部が円筒形状をなす外
形に形成される。かかるカプセル型筐体２は、この胴部をなす円筒形状の筒状筐体２ａの
両側の開口端をドーム形状筐体２ｂ，２ｃによって各々閉塞して実現される。筒状筐体２
ａは、可視光に対して不透明な筐体である。ドーム形状筐体２ｂ，２ｃは、可視光に対し
て透明な筐体である。かかる筒状筐体２ａおよびドーム形状筐体２ｂ，２ｃによって形成
されるカプセル型筐体２は、カプセル型医療装置１の各構成部、具体的には、照明部３，
５、撮像部４，６、無線送信部７、制御部８および電源部９を液密に収容する。
【００１６】
　複数の照明部３は、ＬＥＤ等の発光素子を用いて実現される。複数の照明部３は、予め
定められた波長帯域の照明光を発光し、ドーム形状筐体２ｂ越しに撮像部４の被写体であ
る被検体内部を照明する。
【００１７】
　撮像部４は、被検体の体内情報の一例である体内画像を取得する体内情報取得部として
機能する。具体的には、撮像部４は、ＣＣＤまたはＣＭＯＳイメージセンサ等の固体撮像
素子および光学系等を用いて実現される。撮像部４は、複数の照明部３によって照明され
た被写体からの反射光を集光して被写体の光学像を結像する。撮像部４は、固体撮像素子
によって被写体の光学像を受光し、これによって、この被写体の画像、すなわち方向Ｆ１
側に位置する臓器内部の画像を撮像する。なお、この方向Ｆ１は、撮像部４の撮像方向で
あって、カプセル型筐体２の長手方向の中心軸ＣＬによって規定される方向のうちのドー
ム形状筐体２ｂ側の方向である。
【００１８】
　複数の照明部５は、ＬＥＤ等の発光素子を用いて実現される。複数の照明部５は、予め
定められた波長帯域の照明光を発光し、ドーム形状筐体２ｃ越しに撮像部６の被写体であ
る被検体内部（具体的には臓器内部）を照明する。
【００１９】
　撮像部６は、被検体の体内情報の一例である体内画像を取得する体内情報取得部として
機能する。具体的には、撮像部６は、ＣＣＤまたはＣＭＯＳイメージセンサ等の固体撮像



(5) JP 5188880 B2 2013.4.24

10

20

30

40

50

素子および光学系等を用いて実現される。撮像部６は、複数の照明部５によって照明され
た被写体からの反射光を集光して被写体の光学像を結像する。撮像部６は、固体撮像素子
によって被写体の光学像を受光し、これによって、この被写体の画像、すなわち方向Ｆ２
側に位置する臓器内部の画像を撮像する。なお、この方向Ｆ２は、撮像部６の撮像方向で
あって、上述した撮像部４と異なる撮像方向、具体的には、カプセル型筐体２の中心軸Ｃ
Ｌによって規定される方向のうちのドーム形状筐体２ｃ側の方向である。
【００２０】
　無線送信部７は、被検体の体内情報を外部に無線送信する。具体的には、無線送信部７
は、コイル状またはループ状の送信アンテナ７ａを備える。無線送信部７は、上述した撮
像部４，６の各々が撮像した体内画像の画像信号を順次取得し、取得した画像信号に対し
て所定の変調処理等を行って、撮像部４または撮像部６による体内画像を含む無線信号を
生成する。無線送信部７は、かかる体内画像を含む無線信号を、送信アンテナ７ａを介し
て外部に順次送信する。なお、かかる無線送信部７が送信した、被検体の体内画像を含む
無線信号は、例えば被検体が携帯する外部の受信装置によって受信される。
【００２１】
　制御部８は、上述したカプセル型医療装置１の各構成部、つまり照明部３，５、撮像部
４，６および無線送信部７等の動作を制御し、且つ、各構成部間における信号の入出力を
制御する。具体的には、制御部８は、照明部３によって照明された方向Ｆ１側の体内画像
を撮像するように照明部３および撮像部４の動作タイミングを制御し、照明部５によって
照明された方向Ｆ２側の体内画像を撮像するように照明部５および撮像部６の動作タイミ
ングを制御する。また、制御部８は、信号処理部８ａを備える。信号処理部８ａは、ホワ
イトバランス等の画像処理に関する各種パラメータを有し、撮像部４，６の各々が撮像し
た各体内画像の画像信号を順次生成する。制御部８は、かかる各体内画像の画像信号を無
線送信部７に順次送信し、体内画像を含む無線信号を外部に順次送信するように無線送信
部７を制御する。
【００２２】
　ここで、上述した照明部３，５、撮像部４，６、無線送信部７および制御部８は、予め
定められた機能を実行する機能実行部１５を構成する。かかる機能実行部１５が実行する
機能として、例えば、照明部３，５による被写体照明機能、撮像部４，６による体内画像
の撮像機能、無線送信部７による被検体の体内画像の無線送信機能等が挙げられる。なお
、かかる機能実行部１５の各構成部および電源部９は、カプセル型筐体２の内部において
、リジッド回路基板またはフレキシブル回路基板等を介して電気的に接続される。
【００２３】
　電源部９は、外部から印加された磁界等の外部エネルギーを受けて充電可能であり、こ
の充電によって蓄積した電力を機能実行部１５に供給する。具体的には、電源部９は、充
電可能な二次電池１０と、二次電池１０を充電する電力が入力される受電コイル１１と、
かかる二次電池１０と受電コイル１１とを接続解除可能に接続する接続回路１２と、電源
部９のオンオフ状態を切り替えるための磁気スイッチ１３と、機能実行部１５に対する電
力供給を制御する電源制御部１４とを備える。
【００２４】
　二次電池１０は、上述した機能実行部１５に電力を供給するためのものである。具体的
には、二次電池１０は、接続回路１２を介して受電コイル１１と電気的に接続され、受電
コイル１１が生成した電力を接続回路１２を介して受ける。この結果、二次電池１０は機
能実行部１５の動作に必要な電力を蓄積する。かかる充電完了状態の二次電池１０は、電
源制御部１４の制御に基づいて、機能実行部１５の各構成部に電力を供給する。
【００２５】
　なお、かかる二次電池１０の数量は、機能実行部１５の動作に必要な電力を蓄積可能な
数量であれば１以上であってもよく、特に２つに限定されない。また、かかる二次電池１
０のタイプは、図１に示すようにボタン型であってもよいし、プレート型またはシート型
であってもよい。
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【００２６】
　受電コイル１１は、二次電池１０を充電する電力、すなわち充電電力を入力する電力入
力部として機能する。具体的には、受電コイル１１は、外部の図示しない充電装置によっ
て印加された外部磁界を受け、この外部磁界を電力に変換する。受電コイル１１は、この
外部磁界に基づく電力を、接続回路１２を介して二次電池１０に供給する。
【００２７】
　接続回路１２は、上述した二次電池１０と受電コイル１１とを接続解除可能に接続する
。具体的には、接続回路１２は、受電コイル１１に発生した電力の電流を整流する整流回
路１２ａと、二次電池１０と受電コイル１１とを接続するヒューズ１２ｂとを備える。
【００２８】
　整流回路１２ａは、ダイオードＤ１およびコンデンサＣ１を用いて実現され、二次電池
１０と受電コイル１１との間の導通経路の一部を形成する。ダイオードＤ１は、受電コイ
ル１１から二次電池１０に向かう電流方向がダイオードの順方向となるように配置される
。コンデンサＣ１は、一端がダイオードＤ１の出力端に接続され、他端がグランド電位に
接続される。かかる整流回路１２ａは、受電コイル１１から二次電池１０に向かう方向に
、二次電池１０と受電コイル１１との間の導通経路の電流方向を整流する。
【００２９】
　ヒューズ１２ｂは、上述した二次電池１０と受電コイル１１とを接続解除可能に接続す
る。具体的には、ヒューズ１２ｂは、一端が受電コイル１１に接続され且つ他端が整流回
路１２ａのダイオードＤ１の入力端に接続され、二次電池１０と受電コイル１１との間の
導通経路の一部、言い換えれば整流回路１２ａによる導通経路以外の残部を形成する。ヒ
ューズ１２ｂは、受電コイル１１からの電力の電流値が所定の値未満である場合、二次電
池１０と受電コイル１１との接続状態を維持する。一方、ヒューズ１２ｂは、受電コイル
１１からの電力の電流値が所定の値以上である場合、断線して二次電池１０と受電コイル
１１との接続を解除する。かかるヒューズ１２ｂは、このように二次電池１０と受電コイ
ル１１との接続を解除することによって二次電池１０の充電を阻止する。
【００３０】
　磁気スイッチ１３は、電源部９のオンオフ状態を切り替えるためのものである。具体的
には、磁気スイッチ１３は、外部から予め定められたパターンの磁気信号が印加された場
合、このパターンの磁気信号を受信し、この受信した磁気信号に基づいて、機能実行部１
５に対する電力供給開始の指示信号を電源制御部１４に送信する。すなわち、磁気スイッ
チ１３は、機能実行部１５に対する二次電池１０の電力の供給開始を指示する指示部とし
て機能する。なお、磁気スイッチ１３は、この電力供給開始を指示するための磁気信号と
異なるパターンの磁気信号が印加された場合、この異なるパターンの磁気信号を受信し、
この受信した磁気信号に基づいて、機能実行部１５に対する電力供給停止の指示信号を電
源制御部１４に送信してもよい。
【００３１】
　電源制御部１４は、電源部９のオンオフ状態を制御する。具体的には、電源制御部１４
は、磁気スイッチ１３から電力供給開始の指示信号が入力される以前である初期状態にお
いて、機能実行部１５に対する二次電池１０の電力の供給停止状態、すなわちオフ状態を
維持する。一方、電源制御部１４は、磁気スイッチ１３から電力供給開始の指示信号を受
信した場合、この受信した指示信号に基づいて、機能実行部１５に対する二次電池１０の
電力の供給を開始する。その後、電源制御部１４は、かかる機能実行部１５に対する二次
電池１０の電力の供給開始状態、すなわちオン状態を維持する。二次電池１０の電力は、
かかるオン状態において機能実行部１５の各構成部に供給される。なお、電源制御部１４
は、磁気スイッチ１３から電力供給停止の指示信号を受信した場合、この受信した指示情
報に基づいて機能実行部１５に対する二次電池１０の電力の供給を停止してもよい。
【００３２】
　つぎに、カプセル型医療装置１に未充電状態の二次電池１０を内蔵した場合を例示して
、本発明の実施の形態１にかかるカプセル型医療装置１の充電方法および充電阻止につい
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て説明する。図３は、本発明の実施の形態１にかかるカプセル型医療装置を充電する状態
を例示する模式図である。なお、図３では、説明を簡潔にするために、カプセル型医療装
置１に内蔵される各構成部のうち、二次電池１０、受電コイル１１、整流回路１２ａおよ
びヒューズ１２ｂを図示する。
【００３３】
　図３に示すように、カプセル型医療装置１は、未充電状態の二次電池１０と、二次電池
１０を充電する電力が入力される受電コイル１１と、かかる二次電池１０と受電コイル１
１とを接続解除可能に接続する接続回路１２とを内蔵する。かかる二次電池１０は、カプ
セル型医療装置１が医師または看護師等のユーザに使用される直前、例えば、被検体の内
部にカプセル型医療装置１が導入される前に、外部充電装置１６によって充電される。
【００３４】
　外部充電装置１６は、カプセル型医療装置１に外部磁界Ｍを印加してカプセル型医療装
置１内部の二次電池１０を充電する。また、外部充電装置１６は、カプセル型医療装置１
に印加した外部磁界Ｍを検出する磁界検出部１６ａを備え、この磁界検出部１６ａの磁界
検出結果をもとに、二次電池１０の充電が完了したか否かを判断する。なお、かかる外部
磁界Ｍの磁界強度は、外部充電装置１６によって所望の強度に調整可能である。
【００３５】
　かかる外部充電装置１６の外部磁界Ｍが印加されたカプセル型医療装置１において、受
電コイル１１は、この印加された外部磁界Ｍを、二次電池１０を充電するための電力に変
換する。この場合、受電コイル１１に発生する電流は、ヒューズ１２ｂを断線させ得るも
のではない。かかる受電コイル１１に発生した電力は、ヒューズ１２ｂおよび整流回路１
２ａを介して二次電池１０に供給される。この結果、未充電状態の二次電池１０は、上述
した機能実行部１５の動作に必要な電力を蓄積した状態、すなわち充電状態になる。この
ようにして、カプセル型医療装置１の二次電池１０の充電処理が達成される。
【００３６】
　一方、外部充電装置１６は、上述したようにカプセル型医療装置１に外部磁界Ｍを印加
するとともに、磁界検出部１６ａによってカプセル型医療装置１近傍の外部磁界Ｍの磁界
強度を監視する。ここで、このカプセル型医療装置１の二次電池１０の充電が未了である
場合、外部充電装置１６が放出した外部磁界Ｍの磁界強度と磁界検出部１６ａの検出磁界
強度との間に一定値以上の差が生じる。この場合、外部充電装置１６は、かかる磁界強度
の差に基づいて二次電池１０の充電が未了であると判断し、このカプセル型医療装置１に
対する外部磁界Ｍの印加状態を現状維持する。一方、この二次電池１０の充電が完了した
場合、外部磁界Ｍの磁界強度と磁界検出部１６ａの検出磁界強度との差が一定値未満とな
る。この場合、外部充電装置１６は、かかる磁界強度の差に基づいて二次電池１０の充電
が完了したと判断し、このカプセル型医療装置１に対する外部磁界Ｍの磁界強度を予め定
められた値以上に高める。
【００３７】
　かかる予め定められた値以上の磁界強度を有する外部磁界Ｍが、外部充電装置１６によ
ってカプセル型医療装置１に印加された場合、受電コイル１１は、この磁界強度が強めら
れた外部磁界Ｍを受けて、所定値以上の電流値を有する電力を生成する。この場合、受電
コイル１１に発生する電流は、ヒューズ１２ｂを断線させ得るものである。かかる受電コ
イル１１に発生した電力はヒューズ１２ｂに入力し、ヒューズ１２ｂは、この電力の過大
な電流によって断線する。かかるヒューズ１２ｂは、二次電池１０と受電コイル１１との
接続を解除し、これによって、二次電池１０に対する受電コイル１１からの電力の供給を
阻止する、すなわち二次電池１０の充電を阻止する。
【００３８】
　このようにヒューズ１２ｂの断線によって二次電池１０の充電が阻止された状態のカプ
セル型医療装置１は、これ以後、二次電池１０の再充電を行うことができない。すなわち
、かかるカプセル型医療装置１の二次電池１０の充電回数は、単一回に制限される。かか
る充電完了後のカプセル型医療装置１は、上述した磁気スイッチ１３によってオン状態に
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切り替え後、言い換えれば機能実行部１５に対して二次電池１０の電力を供給開始した後
、被検体の内部に導入される。この被検体の内部において、カプセル型医療装置１は、二
次電池１０の電力を消費して上述した機能実行部１５の機能を実行し、この二次電池１０
の電力を消耗した場合、再度二次電池１０に電力を蓄積することなく、機能を停止する。
このようにして、かかるカプセル型医療装置１の使用回数が単一回に制限される。
【００３９】
　ここで、かかるカプセル型医療装置１に二次電池１０を内蔵した場合に生じる利点につ
いて説明する。一般に、カプセル型医療装置は、出荷後において電池交換が困難であるた
め、仮に充電不可能な一次電池を内蔵する場合、機能実行部の動作に必要な電力に比して
大きい電力を有する一次電池を組立時に内蔵しなければならない。すなわち、かかるカプ
セル型医療装置に内蔵される一次電池は、機能実行部の動作電力の他に、装置出荷前の保
管期間を含む、装置組立時からユーザによる使用時までの期間に自然放電される電力を加
味した多量の電力を有するものでなければならない。このため、カプセル型医療装置に必
要以上に大型な一次電池または多数の一次電池を内蔵する必要があり、これに起因して、
カプセル型医療装置の小型化が困難であるばかりでなく、内蔵電池の能力を最大限に発揮
することが困難であった。
【００４０】
　これに対し、上述したように充電可能な二次電池１０を内蔵したカプセル型医療装置１
は、ユーザによる使用時等の所望のタイミングにおいて二次電池１０を充電することがで
きるので、機能実行部１５の動作電力以外の電力、すなわち保管期間等に自然放出される
無駄な電力を二次電池１０に蓄積させる必要がなく、これによって、カプセル型医療装置
１の内蔵電池の小型化を促進できるとともに、二次電池１０に充電した電力を機能実行部
１５の動作に効率的に供して二次電池１０の能力を最大限に発揮することができる。すな
わち、かかる二次電池１０を内蔵することによって、カプセル型医療装置１の小型化を促
進できるという利点と、カプセル型医療装置１の内蔵電力を機能実行部１５の動作に効率
的に消費できるという利点とが生じる。
【００４１】
　以上、説明したように、本発明の実施の形態１では、外部磁界を電力に変換する受電コ
イルと、機能実行部に電力を供給する二次電池とをヒューズを介して接続し、受電コイル
が入力した電力を、ヒューズを介して二次電池に供給してこの二次電池を充電し、この二
次電池の充電完了後、このヒューズを断線させて受電コイルと二次電池との接続を解除す
ることによって、二次電池の充電を阻止するように構成した。このため、内蔵した二次電
池の充電回数を単一回に制限することができ、これによって、単一回の充電によって二次
電池に蓄積された電力を消耗した以後に機能実行部が動作することを確実に防止できる。
この結果、二次電池を内蔵することによって生じる利点を享受するとともに、被検体に対
して使用後、意図せずに繰り返し使用されることなく、使用回数を単一回に制限できるカ
プセル型医療装置およびカプセル型医療装置の充電方法を実現することができる。
【００４２】
（実施の形態１の変形例１）
　つぎに、本発明の実施の形態１の変形例１について説明する。上述した実施の形態１で
は、二次電池１０と受電コイル１１との導通経路が分岐していない単一経路であったが、
この実施の形態１の変形例１では、かかる二次電池１０と受電コイル１１との導通経路か
ら分岐する放電経路をさらに形成し、ヒューズ１２ｂを切断する際の電力をこの放電経路
に流すようにしている。
【００４３】
　図４は、本発明の実施の形態１の変形例１にかかるカプセル型医療装置の一機能構成例
を模式的に示すブロック図である。図４に示すように、この実施の形態１の変形例１にか
かるカプセル型医療装置２１は、上述した実施の形態１にかかるカプセル型医療装置１の
電源部９に代えて電源部２９を備える。この電源部２９は、上述した接続回路１２の整流
回路１２ａに代えて、電力の放電経路を含む整流回路２２ａを備える。なお、図４に図示



(9) JP 5188880 B2 2013.4.24

10

20

30

40

50

していないが、このカプセル型医療装置２１は、上述した実施の形態１にかかるカプセル
型医療装置１と同様のカプセル型筐体２（図１参照）を備える。その他の構成は実施の形
態１と同じであり、同一構成部分には同一符号を付している。
【００４４】
　電源部２９は、上述した実施の形態１にかかるカプセル型医療装置１の接続回路１２に
代えて、放電経路を含む接続回路２２を備える。なお、かかる電源部２９は、この接続回
路２２を備えること以外、上述した実施の形態１にかかるカプセル型医療装置１の電源部
９と同様の機能を有する。
【００４５】
　接続回路２２は、上述した実施の形態１にかかるカプセル型医療装置１の整流回路１２
ａに代えて整流回路２２ａを備える。また、接続回路２２は、上述したヒューズ１２ｂを
備え、かかるヒューズ１２ｂおよび整流回路２２ａによって二次電池１０と受電コイル１
１とを接続解除可能に接続する。
【００４６】
　整流回路２２ａは、上述したダイオードＤ１およびコンデンサＣ１を備え、さらに、放
電経路を形成する複数のダイオードＤ２，Ｄ３を備える。複数のダイオードＤ２，Ｄ３は
、ヒューズ１２ｂおよびダイオードＤ１等によって形成される二次電池１０と受電コイル
１１との導通経路から分岐する放電経路を形成する。
【００４７】
　具体的には、ダイオードＤ２は、入力端がダイオードＤ１の出力端に接続され、出力端
がダイオードＤ３の入力端に接続される。また、ダイオードＤ３の出力端は、グランド電
位に接続される。かかるダイオードＤ２，Ｄ３によって形成される放電経路には、二次電
池１０を充電する期間において、受電コイル１１から二次電池１０に供給される電力の一
部が放電される。なお、かかる放電経路に流れる電力の一部は、二次電池１０の充電を阻
害するものではない。一方、二次電池１０の充電が完了した際、すなわち、ヒューズ１２
ｂを断線させて二次電池１０の充電を阻止する際、かかるダイオードＤ２，Ｄ３による放
電経路には、外部磁界により受電コイル１１に発生した電流であって、ヒューズ１２ｂを
切断するに足る電流が流れる。この場合、受電コイル１１からの過大な電流は、ヒューズ
１２ｂを切断後、二次電池１０側の導通経路に殆ど流れずにダイオードＤ２，Ｄ３による
放電経路に流れる。この結果、二次電池１０と受電コイル１１との導通経路に過大な電流
を流してヒューズ１２ｂを断線させる際に、充電完了状態の二次電池１０の負荷を軽減で
きるとともに、ヒューズ１２ｂを断線させるに足る過大な電流をヒューズ１２ｂ内に容易
に入力することができる。
【００４８】
　なお、かかる放電経路を形成するダイオードＤ２，Ｄ３の順方向電圧の和は、二次電池
１０の開放電圧以上であることが望ましい。これによって、二次電池１０内の電力がダイ
オードＤ２，Ｄ３による放電経路側に流れ難くすることができる。また、かかる放電経路
を形成するダイオードの数量は、１以上であればよく、特に２つに限定されない。さらに
は、かかる１以上のダイオードの順方向電圧の和が二次電池１０の開放電圧以上であるこ
とが望ましい。
【００４９】
　以上、説明したように、本発明の実施の形態１の変形例１では、二次電池と受電コイル
との導通経路から分岐する放電経路を１以上のダイオードによって形成し、この二次電池
の充電を阻止する際、この導通経路内のヒューズを断線させるに足る過大な電流を、ヒュ
ーズを介して放電経路に流れるようにし、その他を実施の形態１と同様に構成した。この
ため、充電完了状態の二次電池側に流れる電流を軽減できるとともに、このヒューズを断
線させるに足る過大な電流をこのヒューズ内に容易に流すことができる。この結果、上述
した実施の形態１と同様の作用効果を享受するとともに、二次電池の充電完了後に、充電
完了状態の二次電池の負荷を軽減しつつ、この導通経路内のヒューズを確実に切断して二
次電池の充電を確実に阻止することができる。
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【００５０】
（実施の形態１の変形例２）
　つぎに、本発明の実施の形態１の変形例２について説明する。上述した実施の形態１で
は、外部磁界により受電コイル１１に発生した過大な電流によってヒューズ１２ｂを切断
していたが、この実施の形態１の変形例２では、二次電池１０に蓄積した電力の一部を用
いてヒューズ１２ｂを切断するようにしている。
【００５１】
　図５は、本発明の実施の形態１の変形例２にかかるカプセル型医療装置の一機能構成例
を模式的に示すブロック図である。図５に示すように、この実施の形態１の変形例２にか
かるカプセル型医療装置３１は、上述した実施の形態１にかかるカプセル型医療装置１の
電源部９に代えて電源部３９を備える。この電源部３９は、上述した接続回路１２に代え
て接続回路３２を備え、さらに、二次電池１０の充電完了を検出する充電検出部３４を備
える。この場合、上述したヒューズ１２ｂは、ダイオードＤ１とコンデンサＣ１との間に
配置される。なお、図５に図示していないが、このカプセル型医療装置３１は、上述した
実施の形態１にかかるカプセル型医療装置１と同様のカプセル型筐体２（図１参照）を備
える。その他の構成は実施の形態１と同じであり、同一構成部分には同一符号を付してい
る。
【００５２】
　電源部３９は、充電検出部３４によって二次電池１０の充電完了を検出し、二次電池１
０の充電が完了した場合、充電完了状態の二次電池１０内の電力の一部を用いてヒューズ
１２ｂを切断し、これによって、二次電池１０の充電を阻止する。なお、電源部３９は、
かかる二次電池１０の充電阻止機能以外、上述した実施の形態１にかかるカプセル型医療
装置１の電源部９と同様の機能を有する。
【００５３】
　接続回路３２は、上述したヒューズ１２ｂ、ダイオードＤ１およびコンデンサＣ１を備
え、かかるヒューズ１２ｂおよびダイオードＤ１によって二次電池１０と受電コイル１１
とを接続解除可能に接続する。また、接続回路３２は、かかる二次電池１０と受電コイル
１１との導通経路から分岐する放電経路を形成するスイッチ部３３を備える。かかる接続
回路３２において、ヒューズ１２ｂおよびダイオードＤ１は、二次電池１０と受電コイル
１１との導通経路を形成し、ダイオードＤ１およびコンデンサＣ１は、上述した整流回路
１２ａと同様に、二次電池１０と受電コイル１１との導通経路の整流回路を構成する。こ
の場合、ヒューズ１２ｂは、一端がダイオードＤ１の出力端およびスイッチ部３３に接続
され、他端がコンデンサＣ１および二次電池１０に接続される。
【００５４】
　スイッチ部３３は、一端がダイオードＤ１の出力端およびヒューズ１２ｂに接続され且
つ他端がグランド電位に接続され、これによって、二次電池１０と受電コイル１１との導
通経路から分岐する放電経路を形成する。また、スイッチ部３３は、二次電池１０の充電
が完了する以前の初期において開状態であり、放電経路を遮断する。一方、スイッチ部３
３は、二次電池１０の充電が完了した際、充電検出部３４の制御に基づいて閉状態に切り
替わり、これによって、放電経路の遮断を解除する。かかる閉状態のスイッチ部３３によ
る放電経路には、ヒューズ１２ｂを介して二次電池１０からの電力の一部が放電される。
【００５５】
　充電検出部３４は、接続回路３２を介して受電コイル１１から二次電池１０に供給され
る電力の電流値または電圧値を監視し、この電流値が予め定められた閾値未満である場合
、または、この電圧値が予め定められた閾値以上である場合、二次電池１０の充電完了を
検出する。充電検出部３４は、二次電池１０が充電未了の場合、スイッチ部３３を開状態
に制御してスイッチ部３３による放電経路を遮断する。一方、充電検出部３４は、二次電
池１０が充電完了の場合、スイッチ部３３を閉状態に制御して、スイッチ部３３による放
電経路と二次電池１０とをヒューズ１２ｂを介して導通状態にする。
【００５６】
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　ここで、スイッチ部３３による放電経路と二次電池１０とがヒューズ１２ｂを介して導
通状態になった場合、この二次電池１０に蓄積された電力の一部が電流としてヒューズ１
２ｂ内に急激に流入し、このヒューズ１２ｂを介してスイッチ部３３による放電経路に放
電される。この場合、ヒューズ１２ｂは、かかる二次電池１０からの急激な電流の作用に
よって断線し、これによって、二次電池１０の充電を阻止する。これと同時に、スイッチ
部３３および二次電池１０は、ヒューズ１２ｂの断線によって非導通状態になり、この結
果、ヒューズ１２ｂ側への二次電池１０の放電は停止する。なお、スイッチ部３３は、ヒ
ューズ１２ｂが断線した後、閉状態を維持してもよいし、充電検出部３４の制御に基づい
て開状態に復帰してもよい。また、二次電池１０からヒューズ１２ｂ、スイッチ部３３を
介してグランド電位に至る経路内に、二次電池１０からの放電電流を制限する図示しない
抵抗を設けてもよい。
【００５７】
　以上、説明したように、本発明の実施の形態１の変形例２では、開閉状態を切り替え可
能なスイッチ部によって二次電池と受電コイルとの導通経路から分岐する放電経路を形成
し、この二次電池の充電完了を充電検出部によって検出し、この二次電池が充電完了の場
合、このスイッチ部を閉状態に切り替えて、この充電完了状態の二次電池からの急激な電
流が、この導通経路内のヒューズを介して放電経路に流入するようにし、その他を実施の
形態１と同様に構成した。このため、かかる二次電池と受電コイルとの導通経路内のヒュ
ーズを切断して二次電池の充電を阻止する際に、受電コイルが外部磁界を受けて過大な電
流をヒューズに入力しなくとも、充電完了状態の二次電池からの急激な電流によって導通
経路内のヒューズを切断できる。この結果、上述した実施の形態１と同様の作用効果を享
受するとともに、二次電池の充電完了後に、充電完了状態の二次電池の負荷を軽減しつつ
、この導通経路内のヒューズを容易に切断して二次電池の充電を容易に阻止することがで
きる。
【００５８】
（実施の形態２）
　つぎに、本発明の実施の形態２について説明する。上述した実施の形態１では、二次電
池１０と受電コイル１１との導通経路の一部をなすヒューズ１２ｂを切断することによっ
て二次電池１０の充電を阻止していたが、この実施の形態２では、二次電池１０と受電コ
イル１１との導通経路内に半導体スイッチ素子を配置し、この半導体スイッチ素子を開状
態に切り替えることによって、二次電池１０の充電を阻止している。
【００５９】
　図６は、本発明の実施の形態２にかかるカプセル型医療装置の一機能構成例を模式的に
示すブロック図である。図６に示すように、この実施の形態２にかかるカプセル型医療装
置４１は、上述した実施の形態１にかかるカプセル型医療装置１の電源部９に代えて電源
部４９を備える。この電源部４９は、上述した接続回路１２に代えて接続回路４２を備え
、電源制御部１４に代えて電源制御部４４を備える。なお、図６に図示していないが、こ
のカプセル型医療装置４１は、上述した実施の形態１にかかるカプセル型医療装置１と同
様のカプセル型筐体２（図１参照）を備える。その他の構成は実施の形態１と同じであり
、同一構成部分には同一符号を付している。
【００６０】
　電源部４９は、機能実行部１５に対して二次電池１０の電力を供給していないオフ状態
において、二次電池１０と受電コイル１１とを接続回路４２を介して接続し、機能実行部
１５に対して二次電池１０の電力を供給するオン状態において、接続回路４２を介した二
次電池１０と受電コイル１１との接続を解除し、これによって、二次電池１０の充電を阻
止する。なお、電源部４９は、かかる接続回路４２を介した二次電池１０と受電コイル１
１との導通状態の切替機能以外、上述した実施の形態１にかかるカプセル型医療装置１の
電源部９と同様の機能を有する。
【００６１】
　接続回路４２は、二次電池１０と受電コイル１１との導通経路の導通状態と非導通状態
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とを切り替えることによって、二次電池１０と受電コイル１１とを接続解除可能に接続す
る。かかる接続回路４２は、上述したダイオードＤ１およびコンデンサＣ１と、二次電池
１０と受電コイル１１との導通経路の導通状態と非導通状態とを切り替える半導体スイッ
チ素子４３とを備える。なお、このダイオードＤ１およびコンデンサＣ１は、接続回路４
２による二次電池１０と受電コイル１１との導通経路の整流回路１２ａを構成する。
【００６２】
　半導体スイッチ素子４３は、上述した二次電池１０と受電コイル１１とを接続解除可能
に接続する。具体的には、半導体スイッチ素子４３は、例えば電界効果トランジスタを用
いて実現され、図６に示すようにダイオードＤ１とコンデンサＣ１との間に配置される。
かかる半導体スイッチ素子４３は、二次電池１０と受電コイル１１との導通経路の一部、
言い換えれば整流回路１２ａによる導通経路以外の残部を形成し、電源制御部４４の制御
に基づいて開閉状態を切り替え、これによって、この導通経路を導通状態または非導通状
態に切り替える。より具体的には、半導体スイッチ素子４３は、機能実行部１５に対して
二次電池１０の電力が供給される以前、すなわちオフ状態の期間には、電源制御部４４の
制御に基づいて閉状態を維持して、二次電池１０と受電コイル１１との接続状態を維持す
る。一方、半導体スイッチ素子４３は、機能実行部１５に対して二次電池１０の電力が供
給開始された後、すなわちオン状態の期間には、電源制御部４４の制御に基づいて開状態
に切り替わり、これによって、二次電池１０と受電コイル１１との接続を解除する。その
後、半導体スイッチ素子４３は、この開状態を維持して二次電池１０と受電コイル１１と
の接続解除を維持し、これによって、二次電池１０の充電を阻止する。
【００６３】
　電源制御部４４は、上述した実施の形態１における電源制御部１４と同様に電源部４９
のオンオフ状態を制御する機能を有し、さらに、接続回路４２を介した二次電池１０と受
電コイル１１との接続の解除を制御する接続制御部としても機能する。具体的には、電源
制御部４４は、磁気スイッチ１３から電力供給開始の指示信号が入力される以前である初
期状態において、電源部４９のオフ状態を維持するとともに、半導体スイッチ素子４３を
閉状態に制御して、二次電池１０と受電コイル１１との導通経路を導通状態に維持する。
一方、電源制御部４４は、磁気スイッチ１３から電力供給開始の指示信号を受信した場合
、実施の形態１の場合と同様に電源部４９をオン状態に切り替え、機能実行部１５に対す
る二次電池１０の電力の供給を開始するとともに、半導体スイッチ素子４３を開状態に制
御して、二次電池１０と受電コイル１１との導通経路を非導通状態に切り替える。これに
よって、電源制御部４４は、二次電池１０と受電コイル１１との接続を解除する。その後
、電源制御部４４は、この電源部４９のオン状態を維持するとともに、この半導体スイッ
チ素子４３の開状態を維持して二次電池１０と受電コイル１１との接続解除を維持し、こ
れによって、二次電池１０の充電を阻止する。かかる電源制御部４４は、二次電池１０内
の電力が消耗された後であっても、かかる二次電池１０と受電コイル１１との接続解除を
維持して二次電池１０の充電を阻止する。
【００６４】
　なお、電源制御部４４は、機能実行部１５に対する二次電池１０の電力の供給を開始以
後に磁気スイッチ１３から電力供給停止の指示信号を受信した場合、この受信した指示情
報に基づいて機能実行部１５に対する二次電池１０の電力の供給を停止してもよいが、こ
の二次電池１０の電力供給を停止した場合であっても、半導体スイッチ素子４３の開状態
を維持して二次電池１０と受電コイル１１との接続解除を維持し、これによって、二次電
池１０の充電を阻止する。
【００６５】
　以上、説明したように、本発明の実施の形態２では、外部磁界を電力に変換する受電コ
イルと、機能実行部に電力を供給する二次電池とを半導体スイッチ素子を介して接続し、
受電コイルが入力した電力を、半導体スイッチ素子を介して二次電池に供給して、この二
次電池を充電し、機能実行部に対する二次電池の電力の供給開始以後、この半導体スイッ
チ素子を開状態（非導通状態）に切り替えて受電コイルと二次電池との接続を解除し、こ
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れによって、二次電池の充電を阻止するようにし、その他を実施の形態１と同様に構成し
た。このため、上述した実施の形態１の場合と同様に二次電池の充電回数を単一回に制限
できるとともに、受電コイルと二次電池との接続解除に必要な電力を低減することができ
る。この結果、上述した実施の形態１と同様の作用効果を享受するとともに、二次電池の
充電を阻止する際に必要な電力を低減することができる。
【００６６】
（実施の形態２の変形例１）
　つぎに、本発明の実施の形態２の変形例１について説明する。上述した実施の形態２で
は、電源部４９をオフ状態からオン状態に切り替えた際に二次電池１０と受電コイル１１
との接続を解除していたが、この実施の形態２の変形例１では、予め定められた外部情報
を検出する検出部をさらに備え、この検出部によって外部情報が検出された際に二次電池
１０と受電コイル１１との接続を解除するようにしている。
【００６７】
　図７は、本発明の実施の形態２の変形例１にかかるカプセル型医療装置の一機能構成例
を模式的に示すブロック図である。図７に示すように、この実施の形態２の変形例１にか
かるカプセル型医療装置５１は、上述した実施の形態２にかかるカプセル型医療装置４１
の電源部４９に代えて電源部５９を備える。この電源部５９は、上述した電源制御部４４
に代えて電源制御部５４を備え、さらに、所定の外部情報を検出する検出部５３を備える
。なお、図７に図示していないが、このカプセル型医療装置５１は、上述した実施の形態
１にかかるカプセル型医療装置１と同様のカプセル型筐体２（図１参照）を備える。その
他の構成は実施の形態２と同じであり、同一構成部分には同一符号を付している。
【００６８】
　電源部５９は、オンオフ状態を切り替えるために印加される所定パターンの磁気信号の
代わりに、カプセル型医療装置５１外部の磁界情報または光情報等の外部情報の検出結果
に基づいて、接続回路４２を介した二次電池１０と受電コイル１１との接続を解除し、こ
れによって、二次電池１０の充電を阻止する。なお、電源部５９は、かかる二次電池１０
と受電コイル１１との接続解除機能以外、上述した実施の形態２にかかるカプセル型医療
装置４１の電源部４９と同様の機能を有する。
【００６９】
　検出部５３は、カプセル型医療装置５１の外部における磁界情報または光情報等の外部
情報を検出する情報検出部として機能する。検出部５３は、所定の外部情報の有無を監視
し、カプセル型医療装置５１の外部に所定の外部情報が発生した場合、この発生した外部
情報を検出する。検出部５３は、この外部情報の検出結果を示す検出信号を電源制御部５
４に送信する。
【００７０】
　なお、かかる検出部５３によって検出される外部情報は、例えば、カプセル型医療装置
５１の外部に発生した所定パターンの磁界情報、光情報、高周波情報、超音波情報、温度
情報およびｐＨ情報の内のいずれかである。かかる外部情報のうち、磁界情報、光情報、
高周波情報および超音波情報は、所定の外部装置によってカプセル型医療装置５１に印加
されるものであってもよいし、温度情報およびｐＨ情報は、被検体内部の温度またはｐＨ
値等のカプセル型医療装置５１が被検体内部において検出可能なものであってもよい。
【００７１】
　電源制御部５４は、磁気スイッチ１３からの指示情報によらず、検出部５３による外部
情報の検出結果をもとに、接続回路４２を介した二次電池１０と受電コイル１１との接続
の解除を制御する。具体的には、電源制御部５４は、検出部５３が所定の外部情報を検出
する以前において、半導体スイッチ素子４３を閉状態に制御して二次電池１０と受電コイ
ル１１との導通経路を導通状態に維持する。一方、電源制御部５４は、検出部５３から外
部情報を検出した旨の検出信号を受信した場合、半導体スイッチ素子４３を開状態に制御
して二次電池１０と受電コイル１１との導通経路を非導通状態に切り替え、これによって
、二次電池１０と受電コイル１１との接続を解除する。その後、電源制御部５４は、この
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半導体スイッチ素子４３の開状態を維持して二次電池１０と受電コイル１１との接続解除
を維持し、これによって、二次電池１０の充電を阻止する。なお、かかる電源制御部５４
が有する他の機能は、上述した実施の形態２にかかるカプセル型医療装置４１の電源制御
部４４と同様である。
【００７２】
　ここで、上述したような構成を有するカプセル型医療装置５１には、内部の二次電池１
０の充電が完了以後、外部信号を入力する外部装置によってユーザが望むタイミングで、
例えば被検体内部にカプセル型医療装置が導入される前に、予め定められたパターンの磁
界情報、光情報、高周波情報または超音波情報といった外部情報のいずれかが印加される
。この場合、検出部５３は、この印加された外部情報を検出する。電源制御部５４は、こ
の検出部５３による外部情報の検出結果に基づいて半導体スイッチ素子４３を開状態に制
御して、二次電池１０と受電コイル１１との接続を解除する。これ以後、カプセル型医療
装置５１は、二次電池１０の充電を阻止する状態を維持する。
【００７３】
　或いは、カプセル型医療装置５１は、内部の二次電池１０の充電が完了以後、被検体内
部に導入される。この場合、検出部５３は、このカプセル型医療装置５１外部に発生する
外部情報として被検体内部の温度またはｐＨ値を検出する。電源制御部５４は、この検出
部５３による外部情報、つまり被検体内部の温度情報またはｐＨ情報の検出結果に基づい
て半導体スイッチ素子４３を開状態に制御して、二次電池１０と受電コイル１１との接続
を解除する。これ以後、カプセル型医療装置５１は、二次電池１０の充電を阻止する状態
を維持する。
【００７４】
　以上、説明したように、本発明の実施の形態２の変形例１では、電源部のオンオフ状態
を切り替えるための外部磁界と異なる所定の外部情報を検出部によって検出し、この外部
情報の検出結果に基づいて、二次電池と受電コイルとの導通経路内の半導体スイッチ素子
を開状態、つまり非導通状態に切り替え、これによって、受電コイルと二次電池との接続
を解除して二次電池の充電を阻止するようにし、その他を実施の形態２と同様に構成した
。このため、上述した実施の形態２と同様の作用効果を享受するとともに、電源部のオン
オフ状態の切り替えタイミングによらず、二次電池の充電完了以後の所望のタイミングに
おいて二次電池の充電を阻止することができる。
【００７５】
（実施の形態２の変形例２）
　つぎに、本発明の実施の形態２の変形例２について説明する。上述した実施の形態２で
は、電源部４９をオフ状態からオン状態に切り替えた際に二次電池１０と受電コイル１１
との接続を解除していたが、この実施の形態２の変形例２では、二次電池１０の充電が完
了した際に二次電池１０と受電コイル１１との接続を解除するようにしている。
【００７６】
　図８は、本発明の実施の形態２の変形例２にかかるカプセル型医療装置の一機能構成例
を模式的に示すブロック図である。図８に示すように、この実施の形態２の変形例２にか
かるカプセル型医療装置６１は、上述した実施の形態２にかかるカプセル型医療装置４１
の電源部４９に代えて電源部６９を備える。この電源部６９は、上述した電源制御部４４
に代えて実施の形態１にかかるカプセル型医療装置１と同様の電源制御部１４を備え、さ
らに、二次電池１０の充電完了を検出する充電検出部６４を備える。なお、図８に図示し
ていないが、このカプセル型医療装置６１は、上述した実施の形態１にかかるカプセル型
医療装置１と同様のカプセル型筐体２（図１参照）を備える。その他の構成は実施の形態
２と同じであり、同一構成部分には同一符号を付している。
【００７７】
　電源部６９は、二次電池１０が充電完了したタイミングにおいて接続回路４２を介した
二次電池１０と受電コイル１１との接続を解除し、これによって、二次電池１０の充電を
阻止する。なお、電源部６９は、かかる二次電池１０と受電コイル１１との接続解除機能
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以外、上述した実施の形態２にかかるカプセル型医療装置４１の電源部４９と同様の機能
を有する。
【００７８】
　充電検出部６４は、接続回路４２を介して受電コイル１１から二次電池１０に供給され
る電力の電流値または電圧値を監視し、この電流値が予め定められた閾値未満である場合
、または、この電圧値が予め定められた閾値以上である場合、二次電池１０の充電完了を
検出する。充電検出部６４は、二次電池１０が充電未了の場合、半導体スイッチ素子４３
を閉状態に制御して二次電池１０と受電コイル１１との導通経路を導通状態に維持する。
一方、充電検出部６４は、二次電池１０が充電完了の場合、半導体スイッチ素子４３を開
状態に制御して二次電池１０と受電コイル１１との導通経路を非導通状態に切り替え、こ
れによって、二次電池１０と受電コイル１１との接続を解除する。その後、充電検出部６
４は、この半導体スイッチ素子４３の開状態を維持して二次電池１０と受電コイル１１と
の接続解除を維持し、これによって、二次電池１０の充電を阻止する。
【００７９】
　以上、説明したように、本発明の実施の形態２の変形例２では、二次電池の充電完了を
充電検出部によって検出し、二次電池が充電完了の場合、受電コイルと二次電池との導通
経路内の半導体スイッチ素子を閉状態、つまり非導通状態に切り替え、これによって、受
電コイルと二次電池との接続を解除して二次電池の充電を阻止するようにし、その他を実
施の形態２と同様に構成した。このため、上述した実施の形態２と同様の作用効果を享受
するとともに、二次電池の充電完了以後において二次電池の充電を確実に阻止することが
できる。
【００８０】
（実施の形態３）
　つぎに、本発明の実施の形態３について説明する。上述した実施の形態１，２および各
変形例では、二次電池１０の充電を阻止することによってカプセル型医療装置の使用回数
を単一回に制限していたが、この実施の形態３では、機能実行部１５に対する二次電池１
０の電力の供給開始以後、予め定められたタイミングにおいて機能実行部１５に対する電
力供給を停止し、その後、この電力供給を停止した状態を維持することによって、カプセ
ル型医療装置の使用回数を単一回に制限している。
【００８１】
　図９は、本発明の実施の形態３にかかるカプセル型医療装置の一機能構成例を模式的に
示すブロック図である。図９に示すように、この実施の形態３にかかるカプセル型医療装
置７１は、上述した実施の形態１にかかるカプセル型医療装置１の電源部９に代えて電源
部７９を備える。この電源部７９は、上述した電源制御部１４に代えて電源制御部７４を
備える。また、この電源部７９は、上述したヒューズ１２ｂを備えておらず、二次電池１
０と受電コイル１１との導通経路は、上述した整流回路１２ａによって形成される。なお
、図９に図示していないが、このカプセル型医療装置７１は、上述した実施の形態１にか
かるカプセル型医療装置１と同様のカプセル型筐体２（図１参照）を備える。その他の構
成は実施の形態１と同じであり、同一構成部分には同一符号を付している。
【００８２】
　電源部７９は、上述した実施の形態１にかかるカプセル型医療装置１の電源部９と同様
に機能実行部１５に対する電力供給機能を有し、二次電池１０の充電を阻止する機能の代
わりに、機能実行部１５に対する電力供給開始以後の所定のタイミングにおいて機能実行
部１５に対する電力供給を停止する機能を有する。
【００８３】
　電源制御部７４は、上述した実施の形態１における電源制御部１４と同様に、磁気スイ
ッチ１３からの指示情報に基づいて電源部７９のオンオフ状態を制御する機能を有し、さ
らに、機能実行部１５に対して二次電池１０の電力を供給開始してから所定の時間が経過
したタイミングにおいて機能実行部１５に対する電力供給を停止して、機能実行部１５の
動作期間を制御する機能を有する。
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【００８４】
　具体的には、電源制御部７４は、機能実行部１５に供給する電力を生成する電源生成部
７４ａと、機能実行部１５に対する電力供給開始からの経過時間を計測するタイマー部７
４ｂとを備える。電源生成部７４ａは、二次電池１０内の電力をもとに機能実行部１５の
動作電力を生成する。電源制御部７４は、磁気スイッチ１３からの電力供給開始の指示信
号に基づいて、この生成した動作電力を機能実行部１５に供給開始する。タイマー部７４
ｂは、磁気スイッチ１３からの電力供給開始の指示情報を取得したタイミング、すなわち
機能実行部１５に対する動作電力の供給開始タイミングにおいて時間情報の計数処理を開
始する。具体的には、タイマー部７４ｂは、水晶振動子等の連続するパルス情報を順次計
数することによって、機能実行部１５に対する動作電力の供給開始からの経過時間を計測
する。電源制御部７４は、かかるタイマー部７４ｂの計数処理の結果である時間情報の計
数値、すなわち、機能実行部１５に対する動作電力の供給開始からの経過時間が予め設定
された計数値に到達した場合、機能実行部１５に対する動作電力の供給を停止し、これに
よって、この機能実行部１５の動作を停止する。
【００８５】
　なお、電源制御部７４は、機能実行部１５に対する二次電池１０の電力の供給を開始以
後に磁気スイッチ１３から電力供給停止の指示信号を受信した場合、この受信した指示情
報に基づいて機能実行部１５に対する動作電力の供給を一時的に停止してもよいし、タイ
マー部７４ｂの計数処理結果によらず動作電力の供給停止状態を維持してもよい。また、
電源制御部７４は、この電力供給停止の指示情報に基づいて一時的に動作電力の供給を停
止した場合、タイマー部７４ｂの計数処理も一時的に停止してもよいし、この一時的な動
作電力の供給停止状態によらずタイマー部７４ｂの計数処理を継続してもよい。
【００８６】
　つぎに、カプセル型医療装置７１の機能実行部１５に対する二次電池１０からの電力供
給を制御して機能実行部１５の動作開始および動作停止を制御する電源制御部７４の処理
手順について説明する。図１０は、本発明の実施の形態３にかかるカプセル型医療装置の
電源制御部の処理手順を例示するフローチャートである。
【００８７】
　図１０に示すように、電源制御部７４は、まず、二次電池１０の充電が完了したか否か
を判断する（ステップＳ１０１）。このステップＳ１０１において、電源制御部７４は、
整流回路１２ａを介して受電コイル１１から二次電池１０に供給される電力の電流値また
は電圧値を取得し、この取得した電流値が予め定められた閾値未満である場合、または、
この取得した電圧値が予め定められた閾値以上である場合、二次電池１０の充電が完了し
たと判断する。
【００８８】
　電源制御部７４は、二次電池１０が充電未了の場合（ステップＳ１０１，Ｎｏ）、二次
電池１０の充電が完了するまで、このステップＳ１０１の処理手順を繰り返す。一方、電
源制御部７４は、二次電池１０が充電完了の場合（ステップＳ１０１，Ｙｅｓ）、タイマ
ー部７４ｂの計数処理の計数値を零値等に初期化するリセット処理を行い（ステップＳ１
０２）、その後、機能実行部１５の起動指示の有無を判断する（ステップＳ１０３）。
【００８９】
　このステップＳ１０３において、電源制御部７４は、磁気スイッチ１３から電力供給開
始の指示情報を取得していない場合、機能実行部１５の起動指示なしと判断し（ステップ
Ｓ１０３，Ｎｏ）、このステップＳ１０３の処理手順を繰り返す。すなわち、電源制御部
７４は、磁気スイッチ１３によって電力供給開始の指示情報が入力されるまで待機する。
一方、電源制御部７４は、磁気スイッチ１３から電力供給開始の指示情報を取得した場合
、機能実行部１５の起動指示ありと判断し（ステップＳ１０３，Ｙｅｓ）、タイマー部７
４ｂを始動するとともに機能実行部１５に対する二次電池１０の電力の供給を開始する（
ステップＳ１０４）。
【００９０】
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　このステップＳ１０４において、電源生成部７４ａは、二次電池１０に蓄積された電力
をもとに機能実行部１５の動作電力を生成し、この生成した動作電力を機能実行部１５に
供給開始する。これによって、電源制御部７４は、機能実行部１５の動作を開始する。一
方、タイマー部７４ｂは、この機能実行部１５に対する動作電力の供給開始と同時に時間
情報の計数処理を開始し、この動作電力の供給開始からの経過時間情報、すなわち機能実
行部１５の動作時間情報を計数する。
【００９１】
　その後、電源制御部７４は、機能実行部１５に対して動作電力を供給開始してから所定
時間が経過したか否かを判断し（ステップＳ１０５）、動作電力の供給開始から所定時間
が未だ経過していない場合（ステップＳ１０５，Ｎｏ）、このステップＳ１０５の処理手
順を繰り返す。この場合、タイマー部７４ｂは、動作電力の供給開始からの経過時間情報
を計数し続け、電源生成部７４ａは、機能実行部１５の動作電力の生成処理を継続する。
電源制御部７４は、この機能実行部１５に対する動作電力の供給を維持し、これによって
、機能実行部１５の動作を継続させる。
【００９２】
　一方、電源制御部７４は、機能実行部１５に対して動作電力を供給開始してから予め定
められた時間が経過した場合（ステップＳ１０５，Ｙｅｓ）、機能実行部１５に対する動
作電力の供給を停止して（ステップＳ１０６）、本処理を終了する。このステップＳ１０
５，Ｓ１０６において、タイマー部７４ｂは、動作電力の供給開始からの経過時間情報を
計数し続ける。電源制御部７４は、かかるタイマー部７４ｂの計数処理結果を監視し、こ
の計数処理結果が所定の計数値に到達した場合、すなわち動作電力の供給開始から所定の
設定時間が経過した場合、機能実行部１５に対する動作電力供給を停止する。この場合、
電源生成部７４ａは、機能実行部１５の動作電力の生成処理を停止する。これによって、
電源制御部７４は、この機能実行部１５の動作を停止する。その後、電源制御部７４は、
かかる機能実行部１５に対する動作電力供給の停止状態を維持し、たとえ二次電池１０内
に電力が残留する場合であっても、機能実行部１５の動作停止状態を維持する。
【００９３】
　つぎに、カプセル型医療装置７１が起動後に被検体内部に経口摂取される場合を例示し
て、起動から所定時間が経過した場合に動作停止するまでのカプセル型医療装置７１の動
作を具体的に説明する。図１１は、本発明の実施の形態３にかかるカプセル型医療装置が
被検体内部に経口摂取されてから被検体体外に排出される状態を模式的に示す模式図であ
る。
【００９４】
　図１１において、カプセル型医療装置７１は、所定の外部装置（図示せず）による所定
パターンの磁気信号を受けて起動し、その後、被検体８０に経口摂取される。この被検体
８０内部のカプセル型医療装置７１は、蠕動運動等によって消化管内部を移動する。かか
るカプセル型医療装置７１において、図９に示した電源生成部７４ａは、二次電池１０内
の電力をもとに機能実行部１５の動作電力を生成し、この動作電力を機能実行部１５に供
給し続ける。タイマー部７４ｂは、この動作電力の供給開始からの経過時間を計測し続け
る。機能実行部１５は、かかる電源生成部７４ａによって生成された動作電力を消費して
所定の機能を順次実行する。具体的には、被検体８０の体内画像の撮像、この体内画像を
含む画像信号の無線送信等を順次実行する。
【００９５】
　一方、受信装置８１は、カプセル型医療装置７１を経口摂取する被検体８０に携帯され
、この受信装置８１の受信アンテナ８１ａ～８１ｈは、この被検体８０の体表上に分散配
置される。かかる受信装置８１は、複数の受信アンテナ８１ａ～８１ｈを介して被検体８
０内部のカプセル型医療装置７１から無線信号を順次受信し、受信した無線信号に対して
所定の復調処理等を行って体内画像の画像信号を抽出する。受信装置８１は、かかる画像
信号をもとに被検体８０の体内画像を生成する。また、受信装置８１は、図示しない可搬
型の記録媒体を着脱可能に備え、この記録媒体内に被検体８０の体内画像群を蓄積する。
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なお、かかる受信装置８１の記録媒体は、被検体８０の外部にカプセル型医療装置７１が
排出された後、被検体８０の体内画像群を表示する図示しない画像表示装置に挿着される
。なお、かかる受信装置８１の受信アンテナの数量は、特に８つに限定されず、１以上で
あればよい。
【００９６】
　ここで、被検体８０内部のカプセル型医療装置７１は、蠕動運動等によって消化管内部
を進行し、最終的に被検体８０の外部に自然排出される。この時点において、カプセル型
医療装置７１の起動から所定の時間が経過しており、このカプセル型医療装置７１内部の
タイマー部７４ｂの計数処理結果、すなわち時間情報は、予め設定された計数値に到達す
る。かかるカプセル型医療装置７１において、電源生成部７４ａは、機能実行部１５の動
作電力の生成を停止し、これによって、機能実行部１５の動作を停止する。その後、この
排出後のカプセル型医療装置７１、すなわち使用済みのカプセル型医療装置７１は、たと
え二次電池１０内に電力が残留する場合であっても、動作停止状態を維持する。この結果
、かかるカプセル型医療装置７１の使用回数が単一回に制限される。
【００９７】
　以上、説明したように、本発明の実施の形態３では、例えば時間情報のように機能実行
部の動作開始から連続する予め定められた情報を計数処理し、二次電池の充電を阻止する
代わりに、この予め定められた情報の計数処理結果が予め設定された計数値に到達したタ
イミングにおいて機能実行部に対する動作電力の供給を停止して機能実行部の動作を停止
し、これ以後、この機能実行部の動作停止状態を維持するようにし、その他を実施の形態
１と同様に構成した。このため、上述した実施の形態１と同様に二次電池を内蔵すること
によって生じる利点を享受するとともに、機能実行部の起動時、すなわち動作電力の供給
開始時から予め定められた時間が経過するまでの期間に機能実行部の動作可能期間を確実
に制限できる。この結果、たとえ電源部内に機能実行部の動作電力が残留する場合であっ
ても、被検体に対して使用後、意図せずに繰り返し使用されることなく、使用回数を単一
回に制限できるカプセル型医療装置を実現することができる。
【００９８】
　なお、本発明の実施の形態１およびその変形例１では、受電コイル１１とダイオードＤ
１との間にヒューズ１２ｂを配置していたが、これに限らず、ヒューズ１２ｂは、二次電
池１０と受電コイル１１との導通経路内であれば、所望の位置に配置してもよい。具体的
には、実施の形態１にかかるカプセル型医療装置１の電源部９において、ヒューズ１２ｂ
は、図１２に示すようにダイオードＤ１とコンデンサＣ１との間に配置してもよいし、コ
ンデンサＣ１と二次電池１０との間に配置してもよい。また、実施の形態１の変形例１に
かかるカプセル型医療装置２１の電源部２９において、ヒューズ１２ｂは、図１３に示す
ようにダイオードＤ１とダイオードＤ２との間に配置してもよいし、ダイオードＤ２とコ
ンデンサＣ１との間に配置してもよいし、コンデンサＣ１と二次電池１０との間に配置し
てもよい。なお、ヒューズ１２ｂは、図１２，１３に示すようにダイオードＤ１の後段（
出力端）に配置した場合、断線に必要な外部磁界の磁界強度をより高める必要があるため
、上述した実施の形態１および変形例１に例示したようにダイオードＤ１の前段、言い換
えれば入力端に配置することが望ましい。
【００９９】
　また、本発明の実施の形態１の変形例２では、スイッチ部３３とコンデンサＣ１との間
にヒューズ１２ｂを配置していたが、これに限らず、ヒューズ１２ｂは、二次電池１０と
スイッチ部３３との導通経路内であれば、所望の位置に配置してもよい。例えば、ヒュー
ズ１２ｂは、コンデンサＣ１と二次電池１０との間に配置してもよい。
【０１００】
　さらに、本発明の実施の形態２およびその変形例１，２では、ダイオードＤ１とコンデ
ンサＣ１との間に半導体スイッチ素子４３を配置していたが、これに限らず、半導体スイ
ッチ素子４３は、二次電池１０と受電コイル１１との導通経路内であれば、所望の位置に
配置してもよく、例えば、受電コイル１１とダイオードＤ１との間に配置してもよいし、
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コンデンサＣ１と二次電池１０との間に配置してもよい。
【０１０１】
　また、本発明の実施の形態１およびその変形例１，２では、二次電池１０と受電コイル
１１との導通経路の一部をヒューズ１２ｂによって形成していたが、これに限らず、ヒュ
ーズ１２ｂのみによって二次電池１０と受電コイル１１との導通経路を形成してもよい。
すなわち、ヒューズ１２ｂは、二次電池１０と受電コイル１１との導通経路の少なくとも
一部を形成する。
【０１０２】
　さらに、本発明の実施の形態２およびその変形例１，２では、二次電池１０と受電コイ
ル１１との導通経路の一部を半導体スイッチ素子４３によって形成していたが、これに限
らず、半導体スイッチ素子４３のみによって二次電池１０と受電コイル１１との導通経路
を形成してもよい。すなわち、半導体スイッチ素子４３は、二次電池１０と受電コイル１
１との導通経路の少なくとも一部を形成する。
【０１０３】
　また、本発明の実施の形態２およびその変形例１，２では、半導体スイッチ素子４３が
電界効果トランジスタである場合を例示したが、この半導体スイッチ素子４３を実現する
電界効果トランジスタはＰＮＰ型およびＮＰＮ型のいずれのタイプであってもよい。また
、半導体スイッチ素子４３は、電界効果トランジスタに限らず、ベース電流によって開閉
状態が制御されるＰＮＰ型またはＮＰＮ型のトランジスタであってもよい。
【０１０４】
　さらに、本発明の実施の形態１およびその変形例１，２、実施の形態２およびその変形
例１，２並びに実施の形態３では、電源部のオンオフ状態を切り替えるためのスイッチ部
として磁気スイッチ１３を例示したが、これに限らず、かかる電源部のオンオフ状態を切
り替えるためのスイッチ部は、外部からの制御信号を検出可能なデバイスであればよい。
例えば、予め定められたパターンで外部から入射した赤外光等の光を検出して電源部のオ
ンオフ状態を切り替える光スイッチであってもよいし、外部からの所定パターンの超音波
信号を検出して電源部のオンオフ状態を切り替える超音波スイッチであってもよいし、無
線信号等の外部からの予め定められたパターンの高周波信号を受信して電源部のオンオフ
状態を切り替える無線スイッチであってもよい。
【０１０５】
　また、本発明の実施の形態１およびその変形例１，２、実施の形態２およびその変形例
１，２並びに実施の形態３では、二次電池１０に供給する電力を入力する電力入力部とし
て、外部磁界を電力に変換する受電コイル１１を例示したが、これに限らず、本発明にか
かるカプセル型医療装置の電力入力部は、外部エネルギーを受けて二次電池１０の充電電
力を入力するものであればよく、例えば、外部電源からの電力を入力する電気接点のよう
な入力端子であってもよい。
【０１０６】
　さらに、本発明の実施の形態２では、電源部４９のオンオフ状態を切り替えるための予
め定められたパターンの磁気信号を磁気スイッチ１３に印加して、二次電池１０と受電コ
イル１１との接続を解除していたが、これに限らず、この電源部４９のオンオフ状態を切
り替えるための予め定められたパターンの磁気信号と異なるパターンの磁気信号を磁気ス
イッチ１３に印加して、二次電池１０と受電コイル１１との接続を解除してもよい。この
場合、磁気スイッチ１３は、この異なるパターンの磁気信号を受信して接続解除の指示情
報を電源制御部４４に送信し、電源制御部４４は、この磁気スイッチ１３からの接続解除
の指示情報に基づいて半導体スイッチ素子４３を開状態に制御して、二次電池１０と受電
コイル１１との接続を解除する。
【０１０７】
　また、本発明の実施の形態２およびその変形例１では、予め定められたパターンの磁気
信号または外部情報をカプセル型医療装置に印加して二次電池１０と受電コイル１１との
接続を解除していたが、これに限らず、この予め定められたパターンと異なる検査用パタ
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ーンの磁気信号または外部情報をカプセル型医療装置に印加して、半導体スイッチ素子４
３の開状態を閉状態に切り替えるようにしてもよい。すなわち、電源制御部４４は、この
検査用パターンの磁気信号を受けた磁気スイッチからの指示情報に基づいて、半導体スイ
ッチ素子４３の開状態を閉状態に制御して二次電池１０と受電コイル１１との接続状態を
復帰してもよい。また、電源制御部５４は、この検査用パターンの外部情報を検出した検
出部５３からの検出信号に基づいて、半導体スイッチ素子４３の開状態を閉状態に制御し
て二次電池１０と受電コイル１１との接続状態を復帰してもよい。この場合、カプセル型
医療装置の組立工程または検査工程において、所望のタイミングでカプセル型医療装置の
充電可能状態と充電素子状態とを切り替えることができ、カプセル型医療装置の充電阻止
機能を容易に検査することができる。
【０１０８】
　さらに、本発明の実施の形態１およびその変形例１，２並びに実施の形態２およびその
変形例１，２では、二次電池１０の充電完了時、機能実行部１５に対する電力供給開始時
またはカプセル型医療装置に対する所定の外部情報の印加時のいずれかのタイミングにお
いて二次電池１０と受電コイル１１との接続を解除していたが、これに限らず、機能実行
部１５に電力を供給開始してからの経過時間を計測するタイマー部を電源制御部に設け、
機能実行部１５に対する電力供給開始から所定の経過時間が経過した際に電源制御部が二
次電池１０と受電コイル１１との接続を解除してもよい。
【０１０９】
　また、本発明の実施の形態３では、機能実行部１５に動作電力を供給開始してからの時
間情報をタイマー部７４ｂによって計測し、この計数処理の計数値すなわち経過時間が予
め定められた値に到達した場合、機能実行部１５に対する動作電力の供給を停止していた
が、これに限らず、タイマー部７４ｂが計数処理する情報は、機能実行部１５の動作期間
に連続する予め定められた情報であればよく、例えば、機能実行部１５の撮像部が撮像し
た体内画像の枚数、同期信号の数、あるいは機能実行部１５の動作に用いられるクロック
、あるいは前記クロックの分周クロックであってもよい。また、機能実行部１５で温度、
ｐＨ、圧力等の生体内情報を取得する場合にはそれらの情報の取得回数もしくは送信回数
を予め定められた情報としてもよい。生体内情報の取得もしくは送信に同期信号を使用す
る場合には、この同期信号を計数処理することも可能である。この場合、電源制御部７４
は、機能実行部１５が体内画像を撮像する都度、機能実行部１５から体内画像の同期信号
を取得し、タイマー部７４ｂは、かかる同期信号を順次計数処理する。電源制御部７４は
、かかるタイマー部７４ｂの計数処理結果である同期信号の計数値、すなわち機能実行部
１５による体内画像の撮像枚数が予め定められた値に到達した場合、機能実行部１５に対
する動作電力の供給を停止して機能実行部１５の動作を停止する。この場合も、上述した
実施の形態３と同様の作用効果を享受する。
【０１１０】
　さらに、本発明の実施の形態３では、二次電池１０の充電が完了した際にタイマー部７
４ｂの計数値をリセット処理していたが、これに限らず、外部から入力される制御信号に
基づいてタイマー部７４ｂの計数値をリセット処理してもよい。
【０１１１】
　また、本発明の実施の形態３では、カプセル型医療装置７１に充電可能な二次電池１０
を内蔵した場合を例示したが、これに限らず、カプセル型医療装置７１に充電不可能な一
次電池を内蔵してもよい。この場合、かかる一次電池内蔵のカプセル型医療装置７１は、
上述した受電コイル１１および整流回路１２ａを備えていなくてもよい。
【０１１２】
　さらに、本発明の実施の形態３では、機能実行部１５の起動時から予め定められた時間
が経過した後に機能実行部１５の動作を停止状態に維持してカプセル型医療装置７１の使
用回数を単一回に制限していたが、これに限らず、上述した実施の形態１およびその変形
例１，２または実施の形態２およびその変形例１，２と実施の形態３とを適宜組み合わせ
てもよい。すなわち、カプセル型医療装置７１に、上述したヒューズ１２ｂまたは半導体
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スイッチ素子４３等を配置して、上述した実施の形態１およびその変形例１，２並びに実
施の形態２およびその変形例１，２のいずれかと同様に、二次電池１０と受電コイル１１
との接続の解除機能を備えてもよい。
【０１１３】
　また、本発明の実施の形態１およびその変形例１，２、実施の形態２およびその変形例
１，２並びに実施の形態３では、被検体の体内画像を撮像する２つの撮像部４，６と外部
に体内画像を無線送信する無線送信部７とを含む機能実行部１５を例示したが、これに限
らず、本発明にかかるカプセル型医療装置の機能実行部は、単一の撮像部を含むものであ
ってもよいし、３以上の撮像部を含むものであってもよい。この場合、かかる機能実行部
の撮像方向は、撮像部毎に異なる方向であってもよい。また、かかる機能実行部は、被検
体の体内情報として被検体内部のｐＨ値または温度などを計測する体内情報取得部を含む
ものであってもよいし、体内情報として生体組織の状態を検出する体内情報取得部を含む
ものであってもよい。または、かかる機能実行部は、被検体内部に薬剤を散布または注射
する機構を含むものであってもよいし、生体組織などの生体内の物質を採取する生体組織
採取部を含むものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１１４】
【図１】本発明の実施の形態１にかかるカプセル型医療装置の一構成例を示す断面模式図
である。
【図２】本発明の実施の形態１にかかるカプセル型医療装置の一機能構成例を模式的に示
すブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態１にかかるカプセル型医療装置を充電する状態を例示する模
式図である。
【図４】本発明の実施の形態１の変形例１にかかるカプセル型医療装置の一機能構成例を
模式的に示すブロック図である。
【図５】本発明の実施の形態１の変形例２にかかるカプセル型医療装置の一機能構成例を
模式的に示すブロック図である。
【図６】本発明の実施の形態２にかかるカプセル型医療装置の一機能構成例を模式的に示
すブロック図である。
【図７】本発明の実施の形態２の変形例１にかかるカプセル型医療装置の一機能構成例を
模式的に示すブロック図である。
【図８】本発明の実施の形態２の変形例２にかかるカプセル型医療装置の一機能構成例を
模式的に示すブロック図である。
【図９】本発明の実施の形態３にかかるカプセル型医療装置の一機能構成例を模式的に示
すブロック図である。
【図１０】本発明の実施の形態３にかかるカプセル型医療装置の電源制御部の処理手順を
例示するフローチャートである。
【図１１】本発明の実施の形態３にかかるカプセル型医療装置が被検体内部に経口摂取さ
れてから被検体体外に排出される状態を模式的に示す模式図である。
【図１２】本発明の実施の形態１にかかるカプセル型医療装置の電源部におけるヒューズ
の配置の別態様を例示するブロック図である。
【図１３】本発明の実施の形態１の変形例１にかかるカプセル型医療装置の電源部におけ
るヒューズの配置の別態様を例示するブロック図である。
【符号の説明】
【０１１５】
　１，２１，３１，４１，５１，６１，７１　カプセル型医療装置
　２　カプセル型筐体
　２ａ　筒状筐体
　２ｂ，２ｃ　ドーム形状筐体
　３，５　照明部
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　４，６　撮像部
　７　無線送信部
　７ａ　送信アンテナ
　８　制御部
　８ａ　信号処理部
　９，２９，３９，４９，５９，６９，７９　電源部
　１０　二次電池
　１１　受電コイル
　１２，２２，３２，４２　接続回路
　１２ａ　整流回路
　１２ｂ　ヒューズ
　１３　磁気スイッチ
　１４，４４，５４，７４　電源制御部
　１５　機能実行部
　１６　外部充電装置
　１６ａ　磁界検出部
　３３　スイッチ部
　３４，６４　充電検出部
　４３　半導体スイッチ素子
　５３　検出部
　７４ａ　電源生成部
　７４ｂ　タイマー部
　８０　被検体
　８１　受信装置
　８１ａ～８１ｈ　受信アンテナ
　Ｃ１　コンデンサ
　Ｄ１～Ｄ３　ダイオード
　Ｍ　外部磁界
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